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令和５年度 第２回静岡県感染症対策連絡協議会 会議録

日 時 令和５年11月14日(火) 17時00分から19時00分まで

場 所 ホテルアソシア静岡 ４階「カトレア」（静岡市葵区黒金町）

出 席 者

職・氏名

〇出席委員（運営規約掲載順、敬称略）

※代理出席の場合も本来委員名を記載しています。

紀平 幸一、毛利 博、今野 弘之、後藤 雄介、後藤 幹生、

田中 一成、西原 信彦、小野寺 知哉、平野 明弘、岡田 国一、

松本 志保子、山岡 功一、木本 紀代子、池田 悦章、石川 三義、

神原 啓文、木村 雅芳、寺井 克哉、佐藤 基英、水口 秀樹、

中野 弘道、込山 正秀、倉井 華子、小西 靖彦、上坂 克彦、

岩神 真一郎

計26人

〇欠席委員

永野 海

計１人

〇事務局（出席した県職員）※委員内の県職員は除く

佐久間感染症対策局長、

塩津感染症対策課長、中橋感染症対策課参事兼課長代理、

米山新型コロナ対策企画課長、中村新型コロナ対策推進課長、

小池福祉指導課長、渡邉精神保健福祉班長（障害福祉課 精神保健福祉室）、

村松医療企画班長（医療政策課）、秋鹿地域医療班長（地域医療課）、

佐野がん対策班長（疾病対策課）ほか

議 事

〇協議事項

（１）感染症予防計画骨子案（県・政令市）

（２）感染症予防計画素案概要

（３）数値目標設定の考え方

（４）静岡県保健医療計画の改定

〇報告事項

（１）静岡県における新型コロナウイルス感染症対策

～感染症への対応記録～

配布資料

〇次第

〇出席者名簿

〇座席表

〇協議会運営規約

〇協議事項・報告事項に係る説明資料

〇別冊資料

・資料１：感染症法に規定する感染症一覧

・資料２：国基本指針新旧対照表

・資料３：感染症予防計画（改定版（素案））

・資料４：静岡県保健医療計画（新興感染症の発生まん延時医療）

・資料５：静岡県保健医療計画（その他の感染症）

・資料６：静岡県における新型コロナウイルス感染症対策

～感染症への対応記録～
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議事の経過

○中橋感染症対策課参事兼課長代理（以下、｢中橋参事」と表記）

それでは定刻となりました。ただいまから第２回静岡県感染症対策連携協議会を開会

いたします。

委員の皆様、お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私は、

司会を務めさせていただきます、静岡県健康福祉部感染症対策課参事の中橋でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

開会に先立ちまして、感染症対策担当部長の後藤よりご挨拶申し上げます。

○後藤感染症対策担当部長

本日は、お忙しいところ、第２回の静岡県感染症対策連携協議会にご出席いただきま

して、誠にありがとうございます。

また、新型コロナの対応につきましては、皆様のところでご尽力いただいておりまし

て、改めて感謝申し上げます。

現在、新型コロナの患者は減少が続いております。一方でインフルエンザが流行して

おります。新型コロナを含めて、発熱患者への対応に当たる医療機関の皆様にも感謝し

たいと思います。

さて、９月１日なんですが、我が国の感染症危機対応を統括する内閣感染症危機管理

統括庁が発足いたしました。今月９日に、訓練としまして、各都道府県と緊急連絡会議

が開催されました。本県もこれに参加しまして、ふじのくに感染症管理センターを中心

に行なっている準備等を報告したところでございます。今後もこうした訓練が想定され

るというふうに考えておりますので、また今回の訓練を踏まえた取組を検討してまいり

たいと思います。

本日の協議会では、静岡県感染症予防計画の骨子案、それからパブリックコメントに

提供する素案のたたき台、そして計画に盛り込む数値目標の考え方などにつきましてご

議論いただきます。特に、県と各関係機関のほうで結ぶ協定が基になる数値目標につき

ましては、前回協議会で設置をお認めいただきました病院部会、それから診療所部会で、

参加した皆様からご意見を頂いております。ありがとうございます。

本協議会を通じまして、平時から関係機関が連携することで、県民の皆様が安心して

適切な医療や相談を受けられる体制を目指していきたいと考えてございます。本日はよ

ろしくお願いいたします。

○中橋参事

本日は、委員27名のうち、リモート、代理出席でのご参加も含め26名の委員の皆様に

ご出席いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議事に入る前に３点連絡事項がございます。

１点目です。事前にお送りしていた資料ですが、時点更新等のため、本日午後に最終

版をメールにて送付した上で、会場にご出席の皆様には机上にご用意させていただいて

おります。

２点目です。本日の協議会は公開となっております。また議事録も公開となりますの

で、ご了承願います。

最後に３点目です。リモートでご参加いただいている委員の皆様に事務局からお願い

がございます。会議中はカメラをオンにしていただくようにお願いいたします。また、

発言される際は、Zoomの「挙手」ボタンではなく実際に手を挙げていただくようにお願

いいたします。

それでは、ここからの議事進行につきましては、運営規約第５条により、紀平会長に

お願いいたします。

○紀平会長

それでは議事に入りますので、円滑な議事の進行にご協力をお願いいたします。

本日の１つ目は、次第にございますとおり、協議事項（１）「感染症予防計画骨子案

（県・政令市）」となっております。事務局から説明をお願いいたします。
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○塩津感染症対策課長

感染症対策課長の塩津でございます。私のほうから、議事の内容につきまして説明を

させていただきます。着座にて失礼いたします。

本日の資料でございますけれども、一番頭のＡ４のカラーで「令和５年度第２回静岡

県感染症対策連携協議会」と書かれている資料でご説明をさせていただきたいと思いま

す。

まず、スライドの１ページをご覧ください。

本日、第２回の協議会でご協議いただきたいものにつきましては、予防計画の骨子案

のほか３点、また報告事項といたしまして、新型コロナの記録史の１点についてお願い

をしたいというふうに思ってございます。

続きまして、スライドの２ページをご覧ください。

まず、前回、第１回の協議会でいただいたご意見について、事務局のほうで整理をさ

せていただきました。

１点目についてでございます。お手元の資料に、対象とする感染症については、全て

の感染症となるということで整理をさせていただきました。例えば、麻しん等の既存感

染症が流行しまして感染対策を検討する必要があるような場合についても本協議会を開

催することが想定されるということでございます。ただし現時点では、対策が必要とな

る感染症につきましては、新型インフルエンザ等をはじめとする新興感染症が主体にな

るというふうに考えてございます。

２点目。平時につきましては、情報共有と連携の緊密化を図る場として、毎年１回以

上開催をしていきたいというふうに考えてございます。また、部会は必要に応じて開催

をしていきたいというふうに考えているところでございます。

一方、有事の際には、新型インフル等の発生予防・まん延防止等の対策の実施につき

まして協議を行なう場として、必要な都度開催をしていきたいというふうに考えてござ

います。

こちらのスライド２ページが、前回いただいたご意見に対する事務局案の整理につい

てでございます。

それを踏まえまして、本日ご協議いただきたい内容が、次のスライドの３ページ。本

日ご議論いただきたい点については３点ございます。

１点目が、骨子案の構成の見直しについてご意見をいただきたい。それから２点目が、

素案の記載内容についてご意見をいただきたい。３点目が、国が求める数値目標項目に

関する県の考え方についてご意見をいただきたいと。この３点について、お願いをした

いというふうに思ってございます。

続きまして、スライドの４ページをご覧ください。

こちらについては、感染症法の主な改正内容についてでございますけれども、前回も

ご説明をさせていただきました、連携協議会、予防計画、それから協定の関係等につき

まして、このような形で現在進めているところでございます。また後ほどご覧いただけ

ればというふうに思ってございます。

続きまして、スライドの５ページ、６ページにつきまして、新型コロナ対応の課題を

整理させていただきました。現行計画では、新興・再興感染症の発生やまん延に備えた

実効性のある計画になっていなかったことが反省点として挙げられるのかなというふう

に思ってございます。

そのために、新規の予防計画の策定に当たりまして、まずは新型コロナ対策における

課題を整理いたしました。５ページは、入院体制、外来体制に関する課題。それから、

続いて６ページへ行きまして、自宅療養者の支援、医療物資、保健所体制、検査体制に

対する課題を整理いたしました。これらの課題を基に、この後の予防計画の内容にこう

いった課題を盛り込んでいったところでございます。

続きまして、７ページをご覧ください。

改定計画の概要についてでございます。

改定計画では、ここにございますように、発生後の対応への速やかな体制の移行と、
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平時の体制整備へのフィードバックを改定計画に盛り込むことを考えて作業を行なった

ところでございます。

続いて、８ページをご覧ください。

具体的な新しい予防計画の構成についてでございます。

まず１点目、骨子案についてでございますけれども、まず左側にございます現行計画

の構成は、こちらにあるように、第１から第７まで、国の基本指針に即した構成・内容

となってございます。しかしながら、対策の主体や時期、それから個別の感染症の対策

が、これらの１から７の各章にばらばらに記載をされておりまして、一般の方から分か

りにくい計画になっているのかなというふうに感じているところでございます。

そのため、今度は右側ですね。新しいこの改定計画につきましては、まず章構成を分

かりやすい構成にして、発生前、発生後の時系列で整理をしていきたいと。その上で、

結核であるとか肝炎、ＨＩＶといった個別の感染症について、その対策を１つの章に集

約をしていきたいと。この章立ての整理によって、国の基本指針の重複しているような

項目を集約していきたいというふうに考えてございます。

なお、本計画における感染症の想定は、新型コロナと同程度ということで国のほうで

も想定をしているところでございます。事前の想定と大きく異なるような事態が次の新

興感染症で発生した場合には、国がその判断を行ないまして、機動的・臨機応変に対応

することとなっているところでございます。このような方針で改定計画の中身をつくり

直してみました。

具体的な構成が、次のスライドの９ページになります。

先ほどの骨子案の詳細についてでございますけれども、まず各都道府県の予防計画に

つきましては、国の基本指針に即して定めなければならないということになってござい

ます。そのため、こちらの新しい計画も、第１章と第２章につきましては、基本指針の

文言を直接引用する改定といたしました。

まず、第１章につきましては、「感染症の予防の推進の基本的な方向」ということで

整理をさせていただいております。

それから第２章については、「各論」としまして、国基本指針を踏まえて第１章の方

向性を各論に展開をしていきたいと。このⅠから下まで、時系列によるものの数値目標

の整理等をさせていただきたいというふうに考えてございます。

一方、第３章は「ふじのくに感染症管理センター」といたしまして、静岡県の特色を

盛り込んだ改定内容とさせていただいているところでございます。

各章の詳細につきましては、この後ご説明をいたしたいというふうに思ってございま

す。

次のスライドの10ページをご覧ください。

先ほど全体の構成をご説明しましたが、今度は第１章の具体的な中身についてでござ

います。

第１章、「感染症の予防の推進と基本的な方向」の内容は、このスライドのとおり、

「対策に当たっての基本方針」と「関係機関の役割及び県民や医師等の責務」というこ

とで記載をしてございます。これは国の基本指針に即した改定で、基本指針の文言を直

接県の計画にも引用しているところでございます。

続きまして、スライドの11ページ。

第２章の「各論」の内容につきましても、この資料の表のとおりでございます。

Ⅰでは、発生前の感染症の情報の収集ですとか疫学調査、Ⅱで医療提供体制の整備と

いう形で載せさせていただきまして、これも第１章と同様に、国の基本指針に即した改

定で、基本指針の文言を直接引用しているところでございます。

それから、続きまして12ページ。

これが、先ほどお話しをしました、第３章、「ふじのくに感染症管理センター」につ

いてでございます。ここについては、本県独自の施策について記載をしたところでござ

います。具体的には、ふじのくに感染症管理センターの基本構想をベースといたしまし

て、司令塔機能、それから感染症管理センター、検査・相談、人材育成の４つの機能を
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骨子としているところでございます。

ここまでが静岡県の計画についてでございます。

その後、13ページに、これは新しい法改正によりまして、静岡市、浜松市―両政令市

につきましても予防計画を作成することとなってございますので、このような形で構成

を今進めているところでございます。計画の構成につきましては、静岡県に準じて、１

章、２章の構成としているところでございます。

なお、この資料にございます斜体のフォントになっているところが県の骨子と異なる

ところということになってございます。これにつきましては、また後ほどご覧いただけ

ればと思います。13ページが静岡市、それから14ページが浜松市の予防計画の骨子案に

ついてでございます。

ここまでが、まず本日ご協議いただきたい点の１点目、「感染症予防計画骨子案（県

・政令市）」についての事務局の説明になります。ご審議のほど、よろしくお願いいた

します。

○紀平会長

事務局、ありがとうございました。

ただいまの説明を受けまして、予防計画骨子案の構成等について、委員の皆様方の属

されております団体の立場を踏まえたご意見、ご質問等をお願いいたします。何かご意

見ございましたら。

○小野寺委員

すみません。

○紀平会長

はい、どうぞ。市立病院の。

○小野寺委員

感染症の指定医療機関からの意見というわけではないんですが、11ページのところで

すね。Ⅴで「感染症に関する知識の普及啓発と情報提供」というので、もともとのバー

ジョンには「人権の尊重」というのが入っていたんですが、国はこれは消したというこ

となんでしょうか。

○塩津感染症対策課長

ご質問ありがとうございます。

人権については、その前の10ページをご覧ください。１つ目の項目の「対策に当たっ

ての基本方針」ですね。その一番下に「人権の尊重」という項目が入ってございまして、

こちらにまとめさせていただいているところでございます。

○小野寺委員

それでもいいと思うんですが、ただ、今回のコロナでも、コロナにかかったら、その

人は極悪非道の人だという格好で責められて、転居もしなきゃいけなくなったとか、そ

ういうような格好の、人権の尊重がなされなかったということについては、県のほうと

しても、これから具体的な策をこの感染症の対策として入れていくべきだというふうに

思います。

○塩津感染症対策課長

すみません。事務局のほうから、もう１つ追加で説明をさせていただきます。

本日お配りをしております資料の中に、資料３といたしまして、予防計画の具体的な

素案についてもお付けしてございます。こちらの資料の30ページをご覧いただけますで

しょうか。そちらに、「感染症に関する知識の普及啓発と情報提供」というところで、

正しい知識の普及ですとか人権に関するようなところも含めまして掲載をさせていただ

いております。また内容について、今のような人権関係についても不足があれば追記を

していきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。

○紀平会長

よろしいでしょうか。ほかにございませんでしょうか。

○毛利副会長

いいでしょうか。
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○紀平会長

毛利先生、どうぞ。

○毛利副会長

病院協会の毛利です。今の人権の問題って、これはなかなか難しくて、まず正しい知

識をどれだけ早く、スピード感を持ってできるかというのが一番大きな問題で、病院の

ほうでも、コロナのときには風評被害で患者が来なくなったこともあり、様々な問題が

あります。ただ、この辺を軽んじると大変ですので、しっかり盛り込んでいっていただ

きたいと思います。

あと、これは12ページですけど、「感染症情報センター機能」というので「プラット

フォーム」と一応書いてあるんですけれども、どのぐらいのタイムスケジュール感を持

ってこのプラットフォームをつくろうとしているのか、もし何かお考えがあれば教えて

いただきたいと思います。

○塩津感染症対策課長

では、事務局のほうからお答えさせていただきます。ご質問ありがとうございます。

情報プラットフォームにつきましては、今年度の我々感染症管理センターの大きな課

題の１つだというふうに認識をしておりまして、まず保健所を含めた業務のデジタル化

と、それから外向けの、先ほどもお話にありました普及啓発であるとか人権。要は、そ

ういった人権的な被害が起きないためには正しい情報の発信というのも重要かと思って

おりますので、そういった情報発信の仕組みと、大きく分けて２つ考えてございます。

両方とも、今ある程度想定されるシステムの仕様については固まってまいりまして、

具体的にシステムを発注する先を今選定をしているところで、何とか年内ぐらいには発

注先を決めた上で開発に入っていきまして、来年の前半ぐらいには、ある程度の形で運

用できるといいなというふうに思っているところでございます。

○毛利副会長

特に保健所のほうという、今お話があったんですけれども、やっぱりこれは病院のほ

うで入力する――今回コロナで破綻したのは、紙で送られて、それを保健所がみんなパ

ソコンに入力する作業がありました。この改善のために入力する側のほうで、電子媒体

に簡便に入れられるようなシステム構築が必要です。それを各病院のほうにも連携でき

るような形で、ワンクリックで全て終わるシステムにしてもらいたい。そのデータを集

積して解析をしていくというというのが保健所の仕事で、入力することじゃないと思っ

ているので、そこが今回大きな反省点だったので、その辺をきちんと、入力する側に対

しての対策もしっかりやってもらいたいと思います。

○塩津感染症対策課長

ありがとうございます。

国のほうでも、今医療DXが大分形になってまいりまして、その中で、全国の病院をつ

ないだネットワークなども国のほうでも想定をしているというふうにお伺いをしており

ます。そういったものとうまく連携をしていきながら、病院さんのほうでも、電子カル

テから、もうそのまま発生届が出せるような形。受けるほうも、NESIDを通じて受け取っ

たものをそのまま保健所のデータとして活用できる。そんなものが最終的に最も良いや

り方になるのかなと思っておりますので、そういった方向性についてもしっかりと検討

してまいりたいというふうに思ってございます。

○毛利副会長

期待していますので、できるだけ早くにそれをやっていっていただきたい。次の感染

症がいつ起きるか分からないので、よろしくお願いしたいと思います。

○紀平会長

ありがとうございます。よろしいでしょうか。

その他、ございませんか。はい、田中先生。

○田中委員

ありがとうございます。私のほうからは、２つほどお願いしたいということがありま

す。
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１つは予防計画のほう。医療提供体制というところで、患者さんを入れるほうの話が

書いてあるんですが、ただ、今回非常に医療逼迫が起こった原因を振り返ってみますと、

退院ができるはずの患者さんが退院をしてくれない。あるいは具体的に言うと、施設で

クラスターが発生しているところが、患者さんを受け取ってくれと言っても受け取って

くれないということが何度かありまして、保健所のほうで調整したんですけれども、や

はり出口戦略を予防計画の中でもしっかり話し合っていただきたいというのが１つ。

それともう１つは、やはり情報発信というのが非常に今回も、医療関係者だけではな

くて、特に感染症の場合は、住民、県民、私たちで言えば市民なんですけれども、やは

りそちらのほうが正しい知識に基づいた行動変容をしてもらわなきゃいけないというこ

となんですが、実際に事が起こったときにだけ情報発信しても伝わらないなということ

が今回よく分かりました。やはり日頃使っていない情報ツールというのは、危機が来た

からといっても使えるわけではないと。

ですから、そういう今度の情報発信センターについても、私どもも「ふじのくに」の

ほうとは連携をしていきたいと考えているんですけれども、やはり日頃からこういった

情報をちゃんと提供し、使ってもらえるようなこと。特に今回、新興感染症に関わらず

全ての感染症が対象だということで聞いておりますので、例えばインフルエンザにせよ

日頃の予防接種にせよ、様々な情報提供を切れ目なく、県民、もしくは住民のほうにし

ていただきまして、私どももそれに応じて情報提供をしていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

○紀平会長

ありがとうございます。県、何か。よろしいですか。

○塩津感染症対策課長

ご意見ありがとうございます。

１点目の退院の関係も、これもコロナのときの大きな課題というふうに認識をしてご

ざいますので、より効率的に病床が確保できるように、またそれを運用できるように、

県としても取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

それから２点目の、住民に向けた正しい知識についても、これも県、あと両政令市さ

んも含めまして、県でいえば県民、両市であれば市民に対して的確な情報が広く発信で

きて、またそれを理解いただけるようなツールというのも日頃からしっかりと準備をし

ていきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。

○紀平会長

田中先生、よろしいでしょうか。

ほかには。松本さん、どうぞ。

○松本委員

看護協会の松本です。ご説明ありがとうございました。

私のほうからも、出口戦略のことを考えていただきたいということを思いました。

それと、前回の新興感染症、コロナのときには、静岡県看護協会は、宿泊療養体制と

かワクチン接種体制等々にご協力させていただいたのですが、その中で一番困ったこと

が、看護師の確保。この辺が非常に困ったという意見が出ております。「司令塔機能」

のところには、その辺の人の確保というところは入ってきますでしょうか。教えてくだ

さい。

○紀平会長

県のほう。

○塩津感染症対策課長

ご質問ありがとうございます。

ちょっと細かくは、また後ほどの協議の中で具体的な説明をさせていただくことにな

ってございますけれども、研修であるとかそういったところも、しっかりと我々感染症

管理センターの業務として取り組んでまいりたいというふうに思っておりまして、そう

いった研修の中で、例えばコロナのときにも、ワクチンの接種の会場で潜在看護師の方

にご協力をいただいたりという取組をしてございますので、そういったための準備がで
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きるようなことを考えていければいいかなというふうに思ってございます。

またこの辺につきましては、県だけではなくて、看護協会さんのご協力も非常に必要

な分野かなと思いますので、引き続きご協力のほど、よろしくお願いしたいというふう

に思います。

○紀平会長

よろしいでしょうか。

○松本委員

ありがとうございます。

○紀平会長

そのほか、いかがでしょう。神原先生、どうぞ。

○神原委員

内容的な問題ではなくて表現の問題ですけれども、例えば、10ページの第１章の「感

染症の予防の推進の」と「の」が３つも並んでいまして、何か読みづらいというか。そ

の辺は文章として、あちこちに似たようなことが出てきますので、表現上読みやすくお

願いしたいと思います。

○塩津感染症対策課長

ありがとうございます。

文章に関しましては、なるべく簡易なものというふうには考えてございますけれども、

まだまだブラッシュアップする必要がございますので、皆様のご意見をいただきながら、

本当に県民の皆様が分かりやすい文面にしていきたいというふうに思ってございますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。

○紀平会長

神原先生、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。

○石川委員（前田代理）

静岡県老人福祉施設協議会、代理の前田でございます。よろしくお願いします。

先ほど田中さんからもお話がありました出口戦略の件です。特養ではどうしても医療

が脆弱でございまして、病院の先生が「もう退院していいよ」と言っても、なかなか受

入れが出来なくて大変ご迷惑をおかけしたわけです。重度の方は入院させていただいた

わけです。「中度ぐらいの方は施設で見なさい」というような先生のご指導もあったわ

けです。本当に医療が弱い施設。これは一部在宅も含められるかもしれません。そこら

辺の指針等、FICTの先生方にもご指導いただいて、やっぱり医療なしではこの感染症を

乗り切ることはできませんので、ご指導いただけるとありがたいなと思います。

以上です。

○塩津感染症対策課長

ご意見ありがとうございます。

実は本日も、昼間、午後なんですけれども、沼津のプラサヴェルデで社会福祉施設の

職員の皆様向けの研修会を実施しております。今回、各地域で２回目の研修なんですけ

れども、１回目に比べまして参加者の方が増えておりまして、今日も百数十人という人

数の方に具体的に研修を受けていただきました。PPEの着方から、色々と実地もやってい

ただきまして、そういった研修を通じまして、各施設の皆様の感染症に対する対応力の

向上といったものにも我々センターのほうで取り組んでまいりますので、引き続きご協

力いただければと思います。

また、来年の研修につきましても、より実践的な内容を加えて、各種団体と協力をさ

せていただきながら進めてまいりたいというふうに思っていますので、よろしくお願い

いたします。

○紀平会長

いかがでしょうか。じゃ、僕のほうからちょっと。

今の問題ですけれども、老健とかそういう施設になっちゃうと、我々主治医が診てい

た患者さんも、施設に入っちゃうと、もう手を離れちゃうんですよね。それで施設のほ

うの医師に任されちゃう。そうすると、もう我々は手を出せませんので、一応助けよう
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にも助けられないという状況がございますので、そこはちょっと、やっぱり主治医は主

治医でそのまま診させていただけるような制度になっていけば多少は協力できるんです

が、施設に入っちゃうと完全に手を離れちゃいますので。そういう問題もありますので、

ご考慮いただけたらというのが我々診療所側からの意見になります。

ほかにございませんか。はい、毛利先生。

○毛利副会長

今のかかりつけ医機能というのはすごく大事だと思っていて、例えば日本だと、病院

に入ると、ほかの病院の人、医療者が入ってくることはなかなか難しい状況なんですけ

れども、アメリカではそれは当たり前のようにやっています。だから、そういう意味で

いったときに、かかりつけ医というものの重さがあります。やっぱり紀平先生の医師会

のほうでも、そういうことでいろいろとやろうとしているんだろうと思うので、そうい

うかかりつけ医をどういうふうに――別に施設に介入するとかという意味じゃなくて、

「この人のかかりつけ医はこの人なんだ」といったときに、その人がまた施設の先生方

と相談できるとか、そこに入ってきてもいいとか、何かそういう柔軟性のあるようなこ

とというのが今後求められてくると思います。こういう感染症とかに限らず、いろんな

ところで。これから高齢者がどんどん増えてきて、施設利用する方がどんどん増えてき

ますので、そのときにその施設長の人が１人で見るというのは絶対無理なので、そこの

ところはちょっとまた検討してもらえるとありがたいなというふうに思います。

○紀平会長

確かに10年、20年診てきたノウハウというのは大きいんですけど、もう入っちゃった

らそれでパアですから。紹介状に簡単には書いてあげるにしても、やっぱりその辺は、

ちょっとそのシステムが変わるといいかと思います。

ほかにございませんか。はい、先生。

○毛利副会長

最後のこのセンター機能の中に「人材育成機能」というのがあるんですけど、これは

具体的にはどういうものをターゲットとしてこの人材育成を考えられているのかという

ことが、もしあれば教えてください。

○塩津感染症対策課長

今のご質問につきましては、このあと具体の話の中で説明をさせていただければとい

うふうに思います。

○紀平会長

それでは、県、静岡市及び浜松市それぞれの感染症予防計画の骨子案について、ここ

でご承認いただきたいと思うんですが、委員の皆様方、どうでしょう。よろしいでしょ

うか。

（「異議なし」の声あり）

○紀平会長

ありがとうございます。

それではご承認いただきましたので、続きまして、協議事項（２）「感染症予防計画

素案概要」について、事務局から説明をお願いいたします。

○塩津感染症対策課長

それでは、引き続きまして、塩津のほうから、協議事項の２つ目、「感染症予防計画

素案概要」について、ご説明をさせていただければというふうに思います。

お手元の資料、スライド16ページをご覧ください。

ここからが計画の具体的な素案の中身の話になってまいります。素案本文の記載に当

たりましては、「病床確保」ですとか「発熱外来」といった項目ごとに、こちらの資料

にもございますけれども、現状やコロナの際の課題をまず１つ整理をさせていただきま

して、その上で、この項目の２番目ですね。「対応の方向性」というものを検討させて

いただいた上で素案の本文をまとめているところでございます。

なお、先ほどもお話ししましたとおり、第１章と第２章の本文につきましては、国の

基本指針の文言を直接引用しているところでございます。
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まず、お手元のスライド16ページの「病床確保」についてでございます。

こちらは、この一番上にございますように、「現状・課題」として、パンデミックの

際に病床の確保が間に合わず逼迫することが課題であったと。

その「対応の方向性」といたしましては、医療措置協定の締結等によって、当該患者

の方の入院体制を迅速に確保できるように平時から努めることを検討したいということ

をしております。

それを受けまして、本文では、赤字の部分にあるように、Ⅱの２の（２）、アという

ところで、「医療機関と事前に医療措置協定を締結し、第一種協定指定医療機関に指定

する」ということで記載させていただいているところでございます。

それから、１枚めくっていただきまして、17ページのスライドでございます。こちら

が、「入院体制」のうち「後方支援」についてでございます。

後方支援病院や高齢者の施設に関する記載につきましては、先ほど委員のほうからも

ご意見ございましたけれども、新興感染症発生時の地域の一般医療の役割分担や、第一

種協定指定医療機関の入院患者さんが感染性を失った際に速やかに後方支援病院や高齢

者施設に受け入れていただくということを、この本文のほうでも記載をさせていただい

ているところでございます。

それから続きまして、18ページのスライドになります。

こちらが、「発熱外来、自宅療養」に関する部分です。

発熱外来につきましては、「現状・課題」として、感染対策のための物資や設備が不

十分である等の理由で、当初は対応いただける医療機関が限定的だったということを課

題として挙げているところでございます。

その方向性といたしましては、これも同様に、医療措置協定等の締結によって、当該

感染症の患者の外来の体制を迅速に確保できるように平時から努めることを検討させて

いただきまして、それを受けて本文では、赤字にあるように、「医療機関、薬局等と事

前に医療措置協定を締結し、第二種協定指定医療機関に指定する」ということを記載さ

せていただいているところでございます。

ここまでが１章、２章についてでございまして、次に19ページに行っていただきまし

て、第３章、「ふじのくに感染症管理センター」に関する内容についてでございます。

まず、こちらは１章、２章と異なりまして、本県独自の施策について記載をさせてい

ただきたいというふうに考えてございます。第３章では、本文として、県の施策が十分

にご理解いただけるように、１の「課題」、それから２の「対応の方向性」についても、

３の「今後の取組」と併せて記載をさせていただいているところでございます。ここの

部分は本県独自の項目となっておりますので、委員の皆様のご意見をいただければとい

うふうに思っております。

まず最初は、司令塔機能の整備が重要なことから、これについて整理をさせていただ

いたところでございます。

それから、次の20ページのスライドへ行きまして、「司令塔機能」のうち「常設専門

家会議等の設置」ですね。これにつきましては、司令塔機能として重視する部分になる

かというふうに思っておりますので、これに関しましても課題や方向性を検討した上で、

具体的な取組として、こういった常設の会議の組織の設置について記載をするというこ

とにさせていただいたところでございます。

それから、次の21ページのスライドへ参りまして、こちらが「司令塔機能」のうち「入

院医療提供体制の確保」についてでございます。

これは、コロナ対応の課題として、新型コロナの際には、皆さんご存じのとおり、医

療提供体制が非常に逼迫をしたということが挙げられているところでございます。

「対応の方向性」といたしましては、各機関の機能も踏まえて役割分担を行なって、

オール静岡で対応していく体制の構築。それから、平時から、発生時の対応の検討や訓

練の実施などによって医療提供体制の強化・充実を図るということとさせていただいた

ところでございます。

「具体的取組」としては、医療措置協定の締結や、平時から機関ごとの役割を協議・
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検討するとともに、新興感染症の発生時には、その協定の内容について感染症の特性に

合わせた必要な見直しを行なう必要がございますので、そういった見直しも含めまして

柔軟に対応していくということを、こちらに記載させていただいているところでござい

ます。

それから続きまして、22ページのスライドをご覧ください。

「司令塔機能」のうち「外来医療提供体制の確保」につきましては、これも同様に、

コロナの際には、当初、物資や設備の不足で対応いただける医療機関が限られていたこ

と。それから、患者さんの集中であるとか風評被害等の懸念から、発熱等診療医療機関

の公表に至らなかったケース等もございました。

また、休日・夜間等に一部の医療機関に患者さんが集中してしまって、その医療機関

に大変ご迷惑をおかけしたケース等もございましたので、そういったことを課題として

挙げさせていただいた上で、「対応の方向性」としては、各機関の機能も踏まえた役割

分担を行なっていくと。平時から発生時の対応の検討や訓練を実施して医療提供体制の

強化・充実を図るというふうにさせていただいております。

それを受けまして、「具体的取組」としては、発熱外来の実施に関する医療措置協定

の締結や、特定の医療機関への受診の集中を避けるために、協定締結医療機関の公表等、

県民の皆様に広く周知するということを記載させていただいているところでございま

す。

それから続きまして、23ページのスライドをご覧ください。

感染症管理センターの「司令塔機能」のうち「搬送体制の確保」についてのページで

すけれども、ここから後、ちょっと内容がいろいろ多岐にわたってございますので、こ

こから28ページの「保健所体制の確保」までにつきましては、重要性がございますので、

課題、方向性を整理させていただいた上で具体的な取組を記載させていただいていると

ころでございます。分量が多いものですから、ちょっと説明は省略をさせていただきま

す。

また、お手数ですけれども、お手元の冊子の先ほどご説明をしました素案の本文も参

考にしていただきながらごらんいただいた上で、また後ほどで結構ですので、ご意見等

を後日いただけるとありがたいというふうに思ってございます。

そういう形でちょっとスライドを省略させていただきまして、29ページ、感染症管理

センターの情報センター機能についてを説明させていただければというふうに思いま

す。

29ページ、「感染症情報センター機能」につきましては、新型コロナの際の課題とし

ては、ここに挙げましたとおり、各保健所が独自のシステムで管理を行なっていたため

に、なかなか情報共有ができなかったと。それから、感染者や医療従事者等への誹謗中

傷等を防止するために、感染症に関する正しい情報の提供が重要であったと。これは先

ほど委員からもご指摘いただいたところでございますけれども、こういったことが課題

として挙げられるのかなと。

その上で、「対応の方向性」といたしましては、これも先ほどご説明をさせていただ

きました、保健所業務の効率化、それから情報の共有化などを行ないまして、業務のデ

ジタル化、それから感染症の理解のためにこういった情報を活用できるような環境の実

現と。こういったものを「対応の方向性」として挙げさせていただいたところでござい

ます。

「具体的取組」としては、先ほどもありました発生届のオンライン化、それから患者

さんの疫学調査票等の電子化等を検討させていただいた上で、県民の皆様に向けて、様

々な感染症の発生動向、調査・分析の機能を強化して情報発信に活用していきたいとい

うふうに考えているところでございます。

それからその後、30ページが、今度は「検査機能」についてでございます。これも、

具体的に来年の４月から東部保健所の細菌検査課がセンターに移ってまいりますので、

そういったことも含めて計画の中にしっかり取り込んでいきたいというふうに考えてい

るところでございます。
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それから、続いて31ページに行きまして、「相談機能」ですね。これに関しましても、

検査ですとか相談機能のうち、特に相談につきましては非常に重要であることから、課

題とか方向性を整理させていただいて、「具体的取組」として、事前にこういった相談

機能の設置場所や具体的な検討を行なっていくことを記載させていただきたいというふ

うに考えているところでございます。

それから、次に32ページに参りまして、先ほどちょっとご質問いただきました「人材

育成機能」についてを、こちらのページでまとめさせていただいているところでござい

ます。人材育成機能につきましては、新型コロナの課題としては、感染症の危機管理が

できる医療人材の育成であるとか、あとは医療機関、社会福祉施設でのクラスターの発

生を防止するために、施設内で感染対策を講じることができる人材の育成が必要だった

というふうなことが課題として挙げられるかなというふうに思ってございます。

その「対策の方向性」としては、我々感染症管理センターで手がけておりますこの研

修によって、医療や社会福祉施設の感染症対策の人材を育成して、通常時、それから発

生時にまん延防止の対策が行なわれるように、感染症への対応力の向上を目指すという

ことを方向性として整理をさせていただいております。

それを受けまして、「具体的取組」としてですけれども、まず我々感染症管理センタ

ーだけでは全ての研修を賄い切ることもできませんので、既にこういった感染症に関す

る研修を手がけていただいている外部機関、団体さんとも協力をさせていただきながら、

こういった研修も活用して専門人材の育成を図ってまいりたいというふうに思ってござ

います。

それから、今お話しをしましたように、他機関と連携をしながら必要な研修を実施し

ていくと。これは、こちらのセンターの基本構想のときにも整理をさせていただいてお

りますけれども、一般の職員向け、それから各施設で感染対策の中核となる専門人材、

それからもう少し高度な、各地域の感染対策を引っ張っていただけるような高度人材と

いうような形で、それぞれのターゲットごとに研修を設けたり外部の研修を活用したり

して実施をしていきたいというふうに考えているところでございます。これについては、

今年大分手がけております。また来年につきましても、この今年の反省点などを踏まえ

て、より良いものを来年の研修として実現をしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

それから最後、33ページに参りまして、参考ですけれども、昨年、一昨年とご検討い

ただきました新興感染症等対策検討部会における主な委員の意見の内容を整理させてい

ただきました。こういったところで、感染症管理センターの機能等についてご議論をい

ただいているところでございます。スライドの表にあるような項目についていただいた

ご意見についても、今回の改定計画に反映をさせていただきたいというふうに考えてい

るところでございます。

以上が、予防計画の素案についてでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいた

します。

○紀平会長

ただいまの説明を受けまして、素案の記載内容について、委員の皆様方のご所属団体

の立場を踏まえたご意見、ご質問をお願いいたしたいと思います。いかがでしょうか。

はい、どうぞ。

○岡田委員

ありがとうございます。薬剤師会の岡田でございます。

新型コロナ感染症のまん延時に、無料の簡易検査キット等の提供等をさせていただい

たんですが、幸いにも陽性の患者というのは出なかったんですが、陽性患者が出たとき

の対応に関しまして、もう少しはっきりした道筋があったらよかったんじゃなかろうか

と思っておったわけなんですけれども、本計画の中で、そういった流れについてご検討

いただけないかということで、ご質問させていただきました。

○紀平会長

県のほう、どうでしょう。
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○塩津感染症対策課長

基本的な感染症の患者さんの流れについては、感染症法に基づいてやっていくところ

ではございますけれども、今回、想定がコロナと同程度の感染症を前提にしてございま

すので、もう少し具体的な、「こういったところがコロナのときの課題だった」という

ことをお伺いしながら、もし盛り込めるようなところがあれば入れていきたいと思いま

すので、ちょっとまたご意見をお伺いできればというふうに思います。

○岡田委員

ありがとうございます。

○紀平会長

よろしいでしょうか。ほかに。小野寺先生、どうぞ。

○小野寺委員

静岡市立の小野寺ですけれども、人材育成ということで、これは県の範囲を超えてし

まうとは思うんですが、32ページですね。

今、感染症の専門医ってとても取りにくくて、なかなか増えてこないということがあ

ります。これは国に働きかけることでしかないんでしょうが、といっても、この感染症

専門医というのは中心となるものですので、もう少し取りやすくするとか、県のほうで

もうちょっとサポートするとか、そういう形というのを取っていただけると、非常に各

病院に専門医が増えるんじゃないかということを思うんですが。

○紀平会長

後藤先生、どうぞ。

○後藤感染症管理センター長

先生が仰っているのは、医師の感染症専門医に関することですよね。

○小野寺委員

ええ、そうです。

○後藤感染症管理センター長

それは、なかなか医師確保をしている同じ健康福祉部の中でも、様々な少数な診療科、

あるいは減少してきている診療科をてこ入れするという方向性で動いていますので、ぜ

ひ検討していきたいと思いますし、たしか国の委員会でも、大曲先生が「各病院に感染

症専門医を設置するような財政的支援が病院に必要じゃないか」というようなご意見も、

国のほうにも出しているので、それも踏まえて県からも要望していきたいと思っていま

すし、また、コメディカルも含めて、感染症に対してある程度強いICDのチームの増員が

できるような、日本環境感染学会の入会や学会員としての学術集会参加等の支援ができ

ないかどうか、今検討しているところですので、てっぺんに立つ感染症専門医と、それ

をサポートするICD、感染管理委員会の――県内全ての病院にそうした体制ができるよう

に、ゆっくりと検討と実現を目指していきたいと思っております。どうもありがとうご

ざいます。

○紀平会長

よろしいでしょうか、先生。

ほかに、いかがでしょうか。じゃ、先生、どうぞ。

○小西委員

ありがとうございます。県立総合病院の小西でございます。

まずコメントですけれども、ICDに関しては、恐らく第一種の病院には結構いるんです

が、感染の仕事をしているかどうかは別にして、持っている人はいるんだろうなという

気は若干いたします。ここはコメントです。

私どものような、いわゆる今回の切り分けでの第一種的な病院からしますと、やはり

先ほどご発言ありましたように、第二種のところは、結構今までのを振り返っても、取

ってくれていたところはあったんですが、後方病院に行くというのは本当に難しくて、

というのが実感でございました。これは、病床が埋まってしまって大変だということは

もちろんお察しのとおりだと思いますが、どの状況におきましてもがんの手術はありま

すし、どの状況においても心筋梗塞の人は入ってくる状況で、これらが止まるというこ
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との危機的な状況は、本当に危機的なところで動いておりました。

１つ別の言い方をしますと、私は実は昨年の４月に静岡に参りましたので、それまで

は京都、大阪で仕事をしておりました。現実にもう崩壊しておりましたので、お腹の手

術の患者さんを３時間、滋賀までやったこともございました。そういうようなことが起

こっておりましたので、これは、今回静岡は比較的、何といいますか、そこまでのこと

は起こさなかったですけれども、私たちの病院でももう救急が取れないということがあ

りましたので、これはご了解いただきたいと。

そうすると、後方病院の人材といったところで、先ほど研修というようなことも出て

おりましたが、ICD・ICNの――恐らくICNは静岡県内で50～60人かそこらはきっといるん

だと思いますが、後方病院のところの教育といいますか研修については、ぜひご配慮を

いただきたい。平時に、こうやって今日もしておられるというのは大変よく分かるんで

すが、訳の分からない新型コロナが起こってきた頃のことを今から振り返って、その時

点で後方の病院でどんなことを――緊急で研修をやるのかというようなことについて、

少し想像力を持っておいていただけると大変ありがたいなというふうに思いました。こ

れが１点です。

もう１点は、あまり私は踏み込んで言わないほうがいいかもしれないですけど、セン

ターが司令塔機能というのは大変ありがたいんですが、ここでセンターの権限はどのぐ

らいになるんだろうかというところ。これは、保健所を含めて、あらかじめやっぱり少

し詰めておいていただけるほうがいいと思います。

今回、批判で言うわけじゃありませんけど、静岡市の圏域では、急性期の４つの病院

が、もう自分たちで回さなきゃいけないなというふうになりました。これは保健所に文

句を言っているわけではなくて、もうそうせざるを得なくなりました。ただ、一定のと

ころで、やはり少し強い指示があって動くほうがいけることも多いなと思ったのは今回

事実でございます。ですので、センターと保健所の権限ということについても少しお考

えいただけるとありがたいなと思います。

以上です。

○紀平会長

小西先生、ありがとうございました。

いかがでしょうか、県のほうは。後藤先生、お願いします。

○後藤感染症管理センター長

法律的に、特措法である程度これまで以上に県が県内の様々な関係者の方々に割と強

い指示が出せるような法改正が特別措置法で行なわれているように聞きますけれども、

実際に従えるかどうかという状況はよくお聞きしないと、無理難題の指示はできないと

いうふうに考えています。

感染症管理センターといっても県の一部門であることは間違いないので、国と同じよ

うに、新たな感染症が指定感染症等に指定された場合には、対策本部が県もできまして、

そこからの県からの――県知事も何度もお願いをしていただいて、オール静岡の体制の

ご協力のお願いをしたように、そうした感じで大きなお願いは県知事からしていくとい

うふうになりますけれども、日頃の広域調整、入院調整や後方支援病院さんへの出口戦

略については、やはり感染症管理センターのほうで、県病院協会や県医師会の先生方と

の話合いをしながら、その県病院協会、県医師会の権限もちょっとお借りしながら、県

が責任を取るという形で、司令塔機能、指示機能を発揮していくというふうになるんじ

ゃないかと考えているところです。

○紀平会長

よろしいでしょうか。毛利先生、どうぞ。

○毛利副会長

今の小西先生のご指摘というのはもっともなことだと思うんです。やはり病院が県の

言うことを全て聞くかというと、どうかなというところもあるので、その辺は県のほう

でご議論していただいて、やっぱり横浜で、中心になってやる先生の指示があると「あ
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の先生が言うんだったらしょうがない」というぐらいの、そういう強い権限を持った人

が静岡で育っていってくれて、今の後藤センター長のところと一緒になって病院を動か

していくとか、そういうふうなことが今後必要になってくるんじゃないかなと思うので、

小西先生も多分そういうことをお考えになられた上でのことだと思っていますけれど

も、その辺はちょっといろいろ県のほうでご議論していただいて、どういうふうな形で

持っていくか、これから議論をどんどん進めていってもらいたいなというふうに思いま

す。

○紀平会長

よろしいでしょうか。神原先生、どうぞ。

○神原委員

神原ですが、私がSARSのときに経験したのは、県立総合病院では結核病棟の患者さん

は数名しかいなかったのですが、２病棟もありましたので、結核病棟は１病棟とし、も

う１病棟をオープンにして、「他の病院がSARS患者の入院で困る場合には受けますよ」

という体制にしました。もう20年も前ですけど、そういう余裕は、公的な病院が持って

おかないと、民間病院では無理でしょうから。そういうシステムを公的病院で構築して

おくのが望ましいかと思います。

○紀平会長

ありがとうございます。ほか、いかがですか。

○松本委員

看護協会の松本です。先ほどの後方支援の病院の感染管理に対する教育のことなんで

すけれども、確かにおっしゃるとおりで、中小規模の病院にはなかなか感染管理の認定

看護師がおりませんので、前回は看護協会にいる２名の感染管理の認定看護師が地域に

出ていって普及活動をするということをやってまいりましたが、このことに関しては、

継続ですけれども、できるだけ中小規模の病院も認定の教育を受けられるような、そん

な体制ができたらいいのかなというふうに思ってはいます。

それと、この感染症管理センターのところで行なう研修に対しては、県の看護協会と

しても、人材を派遣しながら協力してやっていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。

それともう１点なんですが、ワクチン接種のところ、それから療養体制のことですね。

この辺に関しては、看護協会の職員からいろいろ意見を聞いています。課題も聞いてい

ますので、また後ほどご提供できればと思いますので、「具体的取組」に入れていただ

ければと思います。よろしくお願いします。

○紀平会長

ありがとうございました。はい、山岡先生。

○山岡委員

よろしいですか。精神科病院協会の山岡でございます。検査のことについて、ちょっ

とお話しさせていただきたいと思います。

今回のコロナに関しても、今になって検査ということを言うと、もうすぐどこでもで

きるんじゃないかという感覚ですけれども、静岡県は比較的、精神科病院の中にDPATが

多い県でございまして、我々の病院も、今回当初、ダイヤモンド・プリンセスの船内に

入っております。当時、まだPCRもなかなかできない頃で、戻ってきた職員をどうするか。

結果的には、浜松市にかなり無理をお願いして検査してもらったのですけれども、当初

はできないということを言われていて、一方で、船の中で厚労省から「船から降りて、

何をしてきたのか口外するな」ぐらいのことを言われていまして。

そうすると、どうしようかと思いながら２週間職員を休ませたのですけれども、患者

さんから「何であの医者いないんだ」と言われて、うまく説明できないような事態にな

っておりまして、検査がなかなかできない頃、限られている頃の検査の適用というのは、

単純に考えれば臨床的なところで発生するんだと思うのですけれども、地域で市民の方

にどう説明するのか。まだ分からないところで関わっていた医療職の人たちをどう――

これは安全という言葉は適切じゃないかもしれないのですけど、どのようにケアしてい
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くのかという視点からも、検査の適用ということを考えていただけるとありがたいなと

思ってお聞きしていました。

以上です。

○紀平会長

いかがですか、県のほう。ご回答をお願いします。

○塩津感染症対策課長

なかなか難しいところではございます。特に流行の初期に関しましては、地域の民間

の検査機関の検査体制が十分充実してくれば、ある程度そこは解消するところかと思い

ますけれども、やはり当初については、各地域、いわゆる地衛研での検査に限定されて

いた時期もあったかというふうに記憶をしてございます。

そういった時期にどこまでできるかというのは、なかなかこれは、実際起きた感染症

の種類とか特性によっても変わってくるものですから、一概には申し上げることはでき

ないかなとは思いますが、今のような、結局いろんな支援を行なう方に対するケアとい

うのも、当然こういった体制の中では重要な部分かと思いますので、そういったところ

も考慮しながら、次の感染症に向けた検査の体制についても検討していければなという

ふうに思ってございます。

なかなかしっかりとした回答にならずに申し訳ございませんけど、今そんなことを考

えているところです。

○山岡委員

難しいと思いますが、お願いします。

○紀平会長

ほかに、どうでしょう。木本先生、どうぞ。

○木本委員

すみません。ちょっと県のほうにお聞きしたいんですが、後方支援病院というのはど

ういう病院が手を挙げているのかというのを教えていただきたいんですね。というのは、

私どもの病院も、少しですけど後方支援病院の届出を出したんですが、一人も来なかっ

たんですね。例えば、どういうレベルの人を後方支援病院で診てもらうのかとか、それ

からネットワークですね。どういうところからやってくるのかとか、そういうものがは

っきりしないと、なかなか後方支援病院の活用が難しいんじゃないかと思うんですが、

いかがでしょうか。

○米山新型コロナ対策企画課長

新型コロナ対策企画課長の米山でございます。

コロナ時においては、後方支援病院ということで、100近くの病院さんのほうに手を挙

げていただいて、実際多くの病院さんに後方支援ということを受入れをしていただきま

した。

後方支援の考え方は実は３種類ございまして、コロナのときの後方支援。当初は、コ

ロナの感染性、隔離期間が過ぎた方を受けていただくということが１点。コロナの後期

になりますと、感染性があるんだけれども、もう急性期を脱した患者さんということで、

そういった患者さんを受けてもらうというのがコロナの後期の後方支援の考え方でござ

いました。

今度の感染症予防計画の中でいう後方支援はもう１つございまして、コロナの患者さ

んを受けていただく病院さんが、一般医療がどうしても手薄になるということで、その

分一般医療を頑張っていただく。それも後方支援に位置づけるという３種類がございま

す。

実際に後方支援の連携をどうするかということに関しては、これは感染症だけにとら

われずに、常日頃の病病・病診連携の中というお話にもなってくるかと思います。今後

新たな感染症が発生したときに、どういうふうにその後方支援のほうに繋げていくかと

いうこと。またそこは大きな課題だというふうに感じていますけれども、日頃の病病・

病診連携の中でも十分対応していただけるのかなというふうに考えているところでござ

います。ですので、地域の連携が重要かというふうに考えているところでございます。
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以上です。

○木本委員

すみません。多分一般病院と保健所さんとかというのは連携ができていると思うんで

すが、慢性期的な病院になってくるとなかなかネットワークができていないというか。

ですから、もう少し活用していただくといいのかなと思っています。

それと、最初の頃はたしか14日間でも補助金が出たと思いますので、多分長い間診て

いる病院さんもちょっと一般病院でもあったような気がするんですが、そこら辺はいか

がでしょうか。

○米山新型コロナ対策企画課長

確かに今回、大きな補助金が出たということで、それに応じていろいろ患者さんの流

れが変わってきたということがございます。次の感染症が、どういった形でどういった

支援が行なわれるかということは分かりませんけれども、患者さんが、補助金があるか

らといって急性期に滞留することがあるというのは、それは問題だというふうに考えて

います。

あと、慢性期の病院さんとの連携ということになりますけれども、これはもう、今後

こういったパンデミックが起こるということを想定をいたしまして、もう今の平時から、

どういった連携をしていくかということを地域で考えていく必要があると思いますの

で、すみません。どういった形で進めていくのがいいかというところは、またご意見を

いただければと思います。ありがとうございます。

○木本委員

ありがとうございます。

○紀平会長

よろしいですね。ほかにございませんか。なければ、時間の問題もありますので。

それでは、県感染症予防計画素案の概要について、了承していただけたということで

よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○紀平会長

ありがとうございます。

それでは、パブリックコメントに付する素案概要が了承されましたので、事務局は、

協議会の意見を踏まえて今後の作業を進めてもらいたいと思います。よろしくお願いし

ます。

なお、お手元に配付してあります素案については、記載内容も多いため、意見につい

ては後日でも表明できるよう、事務局におかれましては各委員に対して別途ご案内いた

だきますようお願いいたします。

また、皆様からいただきましたご意見等の素案への反映につきましては委員長に一任

させていただくということで、これもまたよろしいでしょうか。お任せいただけますか。

（「異議なし」の声あり）

○紀平会長

ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。

続きまして、協議事項（３）「数値目標設定の考え方」について、事務局から説明を

お願いいたします。

○塩津感染症対策課長

それでは、塩津のほうから引き続き説明をさせていただきたいというふうに思います。

３番目の項目、「数値目標設定の考え方」についてです。スライド34ページからにな

ります。

次の35ページをお開きください。

こちらが、国の新しい基本指針に基づいて県の策定する予防計画において、病床数で

あるとか発熱外来の数。こういったものを、スライドの表に掲げております10項目の数

値目標を新しい予防計画の中に盛り込むことになったところでございます。
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また、政令市におきましても、この表の右側にございますように、一部の項目を数値

目標として設定することになっているところです。

次に、36ページのスライドをご覧ください。

数値目標の考え方についてでございます。

まず上段の部分でございますけれども、国では、流行初期の段階から医療提供体制を

早急に立ち上げる必要があるということで、「流行初期」と「流行初期以降」という２

つのフェーズで、協定による担保をする数値目標を設定するというのが国の考えでござ

います。協定や数値目標の選定となる感染症の条件の想定なんですけれども、これにつ

きましては、新型コロナ感染症と同等の感染性や病原性を持つ感染症ということになっ

てございますが、次の新興感染症がその想定どおりにならないことも当然考えられるか

と思います。その場合には国がその判断を行ないまして、機動的に対応するということ

になってございます。

県の対応といたしましては、下の表にございますように、医療機関等の意向調査の結

果に基づいて数値目標の考え方を決定すると。その上で、今後、協定締結意向のある医

療機関と協定の内容を協議の上、協定を締結してまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。

続きまして、次のスライド37ページをご覧ください。

まず、この協定の締結に向けた準備なんですけれども、県では９月に、病院、それか

ら診療所、クリニックの皆様に対しまして、新型コロナの診療の対応実績であるとか協

定の締結意向を含みます、新興感染症の発生・まん延時に対応可能な医療提供体制につ

いて調査をさせていただいているところでございます。県内の全ての病院と、診療所に

つきましては保険医療機関が2,257か所ございますけれども、このうち６割弱の診療所か

らご回答をいただいているところでございます。

続きまして、38ページのスライドをご覧ください。

先ほど私のほうから、「流行初期」「流行初期以降」というお話をさせていただきま

したが、これについて、ちょっと簡単に説明をさせていただければというふうに思いま

す。

まず「流行初期」ですけれども、この表の上の部分ですね。厚生労働大臣が新興感染

症発生を公表いたしますけれども、この公表から１週間から３か月程度の期間を想定し

てございます。コロナの際には、体制整備が感染の拡大に遅れがちであったというとこ

ろが１つ課題として挙げられるのかなというふうに考えておりまして、この発生してか

ら１週間から３か月の時期が、この「流行初期」という時期です。

その時期の体制はどういうものを考えているかというのは、このコロナの際の１年後、

つまり令和２年の12月ですけれども、このときの体制を実現することを目指していると

いうことになります。コロナの際の１年後の体制ということですので、９か月から約１

年前倒しをしての体制整備を目指すというのが、この国の「流行初期」の考え方につい

てでございます。

一方その下、「流行初期以降」というのは４か月から６か月の期間を想定しておりま

して、これも先ほどと同じですね。コロナの際の令和４年の12月、３年ほどをかけて確

保した最大の体制の実現を、この「流行初期以降」の時期に行なっていこうということ

で、期間にしますと２年半ほどの期間を前倒しして医療体制の整備をしていこうという

のが国の考え方でございます。

それを踏まえまして、次の39ページのスライドでございますけれども、「病床」です

とか「発熱外来」等、先ほどご説明いたしました10の項目につきまして数値目標を考え

ているところでございます。これについては、またこの後細かくいろいろと触れさせて

いただければというふうに思います。

次の40ページのスライドをご覧ください。

こちらが、国のガイドラインの目安と、それからあと県の調査の結果を整理させてい

ただいたものになります。

「流行初期」の確保病床につきましては、国のガイドラインを静岡県に当てはめます
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と442床になります。一方で、先ほどご説明をしました事前調査の数値と感染症指定医療

機関の感染症病床を合わせますと382床ということになりますので、国の目安に約60床不

足をすると。割合でいきますと、右側にあります86.4％ということになってございます。

また、下段の「流行初期以降」につきましては、同様に国のガイドラインを静岡に当

てはめますと911床になります。一方で、事前調査の結果と感染症指定医療機関の感染症

病床を合わせますと691床になりますので、国の目安に対して220床の不足。割合にして

75.6％ということになりますので、国のガイドラインで示した目標値の目安と意向調査

の結果というのは乖離が起きているような状況になっているところでございます。

これを踏まえまして、病床に関する数値目標の考え方につきまして、本連携協議会の

病院部会に、県といたしまして２つの考え方をお諮りして検討をいただいたところでご

ざいます。

県としてお示しした１つ目の案は、国の目安をそのまま目標値とする案。この表でい

きますと、上の①の部分ですね。

それからもう１つが、②にありますけれども、意向調査の結果を踏まえた目標値とす

る案で、「流行初期」については、コロナ１年後の入院患者数の実績から、意向調査の

病床数で対応可能であろうと。それから「流行初期以降」につきましても、コロナ対応

と同様に、中等症Ⅱ以上の患者さんを確保病床で対応する場合には、意向調査の結果の

病床数で対応可能ではないかという点。それから、コロナの最大の時期、2023年１月の

時期は、一般医療ですとか救急医療についても逼迫をしていたという状況ですので、こ

の時期と同レベルの病床数の確保は求めずに、新型コロナと同様にオール静岡で対応す

るという案をお示ししたところでございます。

現在病床数は減少傾向にございますので、コロナ最大時と同程度の確保というのは非

常に難しいのかなということもあろう点もご説明をさせていただきまして、病院部会に

おきまして、２つ目の案とすることを本協議会にお諮りすることを了承いただいたとこ

ろでございます。

それから続きまして、今度は外来についてでございます。42ページのスライドをご覧

ください。

これも同様に、「流行初期」の外来数は、国のガイドラインでは677機関となります。

一方で、コロナの診療実績のある医療機関が761機関。事前調査でも、869の医療機関が

「対応可能」というふうにお答えをいただいているところでございます。また、協定締

結につきましても、ちょっと小さい字で申し訳ないんですけれども、一番右側ですね。

748医療機関が「可能」というふうにお答えいただいているところでございます。

また、「流行初期以降」の外来数につきましても、国のガイドラインの発熱の医療機

関数は、静岡県では1,174機関。一方、コロナの診療実績のある医療機関は1,116機関。

事前調査では1,066機関が「対応可能」というふうにお答えいただいております。また、

協定締結についても908機関が「対応可能」というふうにお答えいただいているところで

ございます。

表にもございますけれども、指定を受けずに診療を行なった医療機関が、やはり数が

ございまして、発熱医療機関の指定数とコロナの診療実績という、この表に加えてあり

ます項目についてはイコールではないという点に留意する必要があるのかなというふう

に思ってございます。

これらを踏まえますと、協定締結不可の医療機関もございますけれども、診療は可能

ということでございますので、コロナ相当の外来体制を確保できる見込みが出ているの

かなというふうに考えているところでございます。

その後、43ページのスライドでございますけれども、先ほどの結果から、まずは国ガ

イドラインの目安である発熱等診療医療機関の指定数については、診療の実態と異なっ

ているということから、次の新興感染症発生時にもコロナ相当の外来診療体制の確保は

可能であろうかなというふうに考えてございます。

また、診療が可能であっても協定の締結を不可とする医療機関がある一方で、予防計

画で定める数値目標というのは協定締結医療機関の機関数ということになってございま
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す。

そのために、発熱外来につきましては、こちらにもありますけれども、新興感染症発

生時の対応可能かつ協定締結が可能な医療機関、意向がある医療機関とすると。そうし

ますと、現行意向調査の結果は748機関と908機関が該当してございます。この数値に関

しましては、今後精査をしてまいりたいというふうに思っております。この考え方で、

病院部会、診療所部会の委員の皆様に意見照会をさせていただいて、おおむね了承をい

ただいているところでございます。

それからその後、44ページからが、「病床」「発熱外来」以外の項目ごとの国の数値

の目安、それから県としての数値目標の考え方を整理させていただいたものについてで

ございます。44ページが「自宅療養者等への医療提供」から「後方支援」「人材育成」

と。続いて45ページのスライドに行きまして、「個人防護具の備蓄」、それから検査体

制の項目についてでございます。また、46ページに参りまして、宿泊療養施設の関係、

それから「人材育成」「保健所の体制整備」という項目も、こちらの表にまとめている

ところでございます。これらにつきましては、時間の関係もございますので、また後ほ

どごらんいただければというふうに思ってございます。

これらに関しましても、先ほどお話しをした意向調査の結果を、次の47ページのスラ

イドにまとめさせていただいているところでございます。

ここまでが、３つ目の議題、「数値目標設定の考え方」に関しまして、事務局からの

説明になります。以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○紀平会長

ありがとうございました。

本件につきましては、病院部会及び診療所部会で個別に協議されておりますので、部

会での協議結果について各部会長からコメントをいただきたいと思います。

まずは、病院部会部会長の毛利先生、お願いします。

○毛利副会長

病院部会長の毛利ですけれども、先ほど事務局のほうからご説明されたように、病床

確保の数値目標設定の考え方というのは、②案のほうということで決まりました。

これは10月27日にWeb会議で開かれたんですが、その中での主な意見をちょっとお話し

いたしますと、「これから人口減少もどんどん起こってくる中で、病院自身も徐々にダ

ウンサイジングをする方向性であるため、新興感染症発生時の状況に応じて対応する必

要があるのではないか」というご意見。国の言っているだけの病床数が本当に確保でき

るのかということがまず１点目。

それから、「病床確保数を設定するのはごく初期に限ったほうがいいのではないか」

「パンデミックになった場合は、確保病床に限らず全ての医療機関で患者を受け入れる

ことを明確にしたほうがよい」と。コロナに近い感染症が想定されていますけれども、

「タイプが違う場合にはそもそも患者を受け入れることができないという可能性もある

のではないか」というふうなご意見もありました。

それで、あと「国の数字にしっかり合わせる必要はないと考える」「国の示す目標の

８割を達成すれば国も了承してくれるのではないか」と。「救急を受けている病院であ

れば、感染初期の段階では病床を確保しておくべきだと考える」というふうな意見がご

ざいました。

感染症指定医療機関に関する調査につきましては、「感染発生早期には感染症指定医

療機関が対応していくことになるため、県が各病院の意向をしっかりと把握していただ

けるとありがたい」。それで、コロナ発生当初は、先ほどもありましたけれども、風評

被害で他の診療がストップしたということもありますし、「調査結果を踏まえて政策的

なバックアップを議論する必要があるのではないか」というふうなご意見がありました。

こういうふうなことも踏まえまして、感染症指定医療機関に関わる調査については11

月に実施するということが了承されました。

以上です。

○紀平会長
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ありがとうございました。

診療所部会はどうしましょう。コメントを僕のほうから読みます？

○塩津感染症対策課長

私のほうから読み上げさせていただきます。

○紀平会長

じゃ、お願いします。

○塩津感染症対策課長

診療所部会の福地部会長からのコメントをいただいてございます。読み上げさせてい

ただきます。

「意向調査の結果においては、コロナの実績と同等の体制が現状では確保できている

と思う。県と医療措置協定を締結しないが発熱外来を実施する医療機関があることも事

実である。予防計画の目標としては、調査結果を尊重した事務局案とすることで良い」

というコメントをいただいております。

○紀平会長

ただいまの説明を受けまして、国が求める数値目標項目に関する県の考え方につきま

して、委員の皆様方のご意見、ご質問をお伺いします。いかがでしょうか。

○小野寺委員

すみません。

○紀平会長

小野寺先生、どうぞ。

○小野寺委員

この数値目標は国が決めてこられたものですから、これについてはそれでいいと思う

んですが、ちょっと話が変わってしまう可能性はあるんですが、この発熱外来について

は、指定医療機関の数ですよね。入院については、第一種協定指定医療機関が入院数を

持って、国のほうは病床数をということを言ってきているわけですが、実際に170病院に

聞いて、第一種協定指定医療機関になってよいというふうに言われた病院の数というの

は一体幾つぐらいなんでしょうか。これは数値目標にはなっていないでしょうけど。

それと、実際に今回コロナを診た病院の数というのと、病院長会議もありましたが、

どれぐらいのものになっているのかということをお教えいただきたいと。

○塩津感染症対策課長

ご質問ありがとうございます。

病院の数については、ちょっと確認をさせていただいて、後ほどご回答させていただ

ければというふうに思います。

○紀平会長

ほかに、いかがでしょうか。ありませんか。

この発熱外来に関しては、２週間という縛りが最初はあったんですね。それで診療所

は、濃厚接触になっちゃいますと２週間診療所を閉めなきゃならない。１人でやってい

ますから。そのおそれがあって大分出足が悪かったということ。現在はやっぱり半分以

上が対応していますけど、最初はそういう問題があって、診療所のほうも結構――そこ

へ持ってきて、用具とか何かそんなものが不足しちゃったということで。医師会には医

師協同組合という関連組織がありまして、僕、大分怒りまして、「物が足りないじゃ通

らないぞ」ということで、今は相当備蓄してございますので、もし病院のほうが足りな

いことがございましたら医師会のほうへ言っていただければ。

ほかにありませんですか。なければ、それでは感染症予防計画に係る数値目標設定の

考え方について了承したいと思いますが、先生方、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○紀平会長

ありがとうございます。

○米山新型コロナ対策企画課長

会長、申し訳ございません。先ほどご質問いただきました、病床確保締結の意向のあ
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る病院数でございますけれども、現在のところ65病院で「締結の意向がある」というふ

うにご回答いただいています。コロナ時には56の病院で病床を確保しておいていただい

ています。実際にコロナの患者さんは確保病院以外でも診ていただいていまして、最終

的には166病院で受けていただいている状況でございます。

以上です。

○紀平会長

ありがとうございます。よろしいですか、小野寺先生。

それでは、感染症予防計画に係る数値目標設定の考え方については、ご了承いただい

たということにしてよろしいでしょうか。

それでは、数値目標設定の考え方が了承されましたので、事務局は協議事項（２）の

素案概要と併せて作業を進めていただきたいと思います。

続きまして、協議事項（４）「静岡県保健医療計画の改定」について、事務局から説

明をお願いします。

○塩津感染症対策課長

では、塩津のほうから、また引き続きご説明をさせていただければというふうに思い

ます。

協議事項の４点目、「静岡県保健医療計画の改定」についてでございます。

まず、スライド49ページをご覧ください。

簡単ではございますけれども、冒頭、保健医療計画について、概略をちょっとご説明

をさせていただければというふうに思います。

保健医療計画というのは、医療法第30条の４に基づいて都道府県が策定をする、保健、

医療の分野の基本的な計画でございます。県の保健医療計画では、従来、がんをはじめ

とする６つの疾病。それから、こちらにございますけれども、救急医療ですとか災害医

療。こういった５つの事業を、この計画の柱として策定をしていたところでございます。

これが今回、感染症法の改正に伴いまして、右上にございますけれども、「新興感染

症発生・まん延時における医療」というものが事業に追加をされて、今までの５事業が

６事業になったところでございます。これについては、先ほどご議論いただきました県

の感染症予防計画。これが、保健医療計画の分野別計画の位置づけになります。

本協議会においては、この新興感染症に関する新たな事業、それからあと、それ以外

の「各種疾病対策（６疾病を除く）」として、結核ですとかエイズ、それからその他感

染症といったものも、この計画の中に盛り込んでございます。ですので、本協議会にお

きましては、今回追加されました「新興感染症」、それから従来からございます「その

他の感染症」という２つの分野に関して、保健医療計画の内容についてご審議いただけ

ればというふうに思ってございます。

なお、いずれもこの分野別計画である予防計画の内容を保健医療計画に記載すること

になりますので、別冊で今日お付けしている資料の資料４、資料５。こちらを、それぞ

れ素案として現在検討しているところでございます。これは、この後ちょっとご説明を

しますけれども、内容については、今ご議論いただきました予防計画の中身を要約した

ような形になってございます。また今後予防計画の内容が変更になってくれば、この保

健医療計画の素案も修正をすることになろうかと思いますので、予防計画と併せて皆様

のご意見をお伺いしたいというふうに思っているところでございます。

次のスライド50ページをご覧ください。

こちらが、先ほどお話しをしました資料４、資料５の内容の構成なんですけれども、

予防計画を保健医療計画の分野別計画として位置づけることになりますので、保健医療

計画の新興感染症に関する部分は、予防計画の内容を要約して記載する形になります。

上にございます（１）「現状と課題」の中では、この「新興感染症医療の現状」、そ

れから「本県の状況」「医療提供体制」に分けて、この右側にございますけれども、予

防計画のどこの部分が保健医療計画の中に入ってくるのかということをお示ししてござ

いますけれども、主に第３章の中身を、この保健医療計画の部分に要約をした上で転記

をしていきたいというふうに考えているところでございます。ですので、資料４がこの
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要約した内容に該当いたしますけれども、先ほどまでご議論いただきました予防計画の

中身を、我々のほうで重視すべきところをピックアップさせていただいて、要約をした

上で掲載させていただいているところでございます。

それから、次の51ページにつきましても、今度は（２）として「対策」の部分につい

てでございます。これについては、「数値目標」と、それから「施策の方向性」と、大

きく２つの項目で構成をしてございます。

「数値目標」につきましては、先ほどご議論いただきました予防計画の数値目標のう

ち該当する項目を、この保健医療計画の数値目標として活用させていただいた上で、「施

策の方向性」につきましては、同様に、新興感染症の医療提供体制については、第３章、

「ふじのくに感染症管理センター」の中の医療体制の部分。それから平時からの連携に

つきましては第１章、ふじのくに感染症管理センターについては第３章の内容をそれぞ

れ盛り込んで保健医療計画の内容としてまとめていくということでまとめさせていただ

いたものでございます。

これに関しましても、また後日でも結構ですので、何か気になる点ですとか、「こう

いった項目が抜けているのではないか」といったご意見をいただければ、また修正をさ

せていただければというふうに思っているところでございます。

また、もう１つの資料５のほうが「その他の感染症」ということで、「その他の感染

症」につきましては、例えば静岡県内ですと、今東部地域中心に日本紅斑熱も散発をし

ているところでございます。また先日、７年ぶりになろうかと思いますけれども、日本

脳炎の患者さんも、お１人発生届が出たというのもございました。こういった本県で発

生をしている感染症の情報も掲載させていただきながら、予防計画の各感染症の部分の

内容を反映させたもので資料５として作成しているところでございます。これらに関し

ましても、また内容についてご議論いただければというふうに思います。

私のほうからは以上になります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○紀平会長

ただいまの事務局の説明に対しまして、ご質問、ご意見を伺いたいと思います。どう

でしょう。

○塩津感染症対策課長

すみません、私のほうからもう１点。

○紀平会長

はい。

○塩津感染症対策課長

最後に、52ページのスライドの「今後のスケジュール」についても、ちょっとすみま

せん。私、説明を失念しておりました。申し訳ございません。今後のスケジュールにつ

きましても、ちょっとご説明をさせていただければというふうに思います。

本日ご議論いただきました内容を踏まえまして予防計画の素案を策定させていただい

て、年末年始にかけてパブリックコメントに向けた準備を進めさせていただければとい

うふうに思っております。これで広く県民の皆様からご意見をいただいた上で、修正を

かけていきたいというふうに思ってございます。また各部会での修正、確認等を経た上

で、２月27日の日に予定をしております第３回連携協議会で、予防計画を正式に決定を

していただきたいというふうに思っているところでございます。

また、保健医療計画につきましても同様にパブリックコメントを行なって、３月の医

療審議会で正式に決定をしていただきたいというふうに考えてございます。

また、協定締結につきましても、今後、来年の９月を目途に医療機関との締結を進め

ていきたいというふうに考えてございますので、こういったスケジュールも含めてご審

議いただければというふうに思います。申し訳ございません。

○紀平会長

ありがとうございます。どうでしょう。質問等ございませんか。

○倉井委員

すみません。Webから参加しています、がんセンターというか、FICTの倉井と申します。
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○紀平会長

はい、倉井先生。

○倉井委員

数値目標のところで、病床ですとか外来というところもいただいているんですが、人

材として、今県として、専門家とか応援できる人たちが、どの地域にどれぐらいいて、

それがどれぐらい県で不足していて「あるといいな」みたいなものも、こうした指導陣

の把握と、あと数値の目標が立てづらいかと思うんですが、そういったところも、また

県全体として取り組んでいっていただけるといいのかなという思いもあります。指導者

側の数の大体の推測と、目標値みたいなものもあってもいいかなというふうに思いまし

たので、１つの目標値として挙げていただけるとどうかなと思います。

○紀平会長

県のほう、どうでしょう。

○塩津感染症対策課長

ご意見ありがとうございます。

今のこの地域の医療人材につきましては、我々も、来年の研修の立案ですとか、先ほ

ど私どものセンター長の後藤のほうからも触れさせていただきました、人材育成のいろ

んな支援の立案をする際に、各病院さんを中心に照会をさせていただきまして、それぞ

れチームの有無ですとか、ICN・ICDの在籍ですとか、そういったことについても調査を

させていただいております。

またこれに関しては、引き続き、研修の講師などを選定する際にも、地域でいろいろ

とお話しをさせていただいて、我々のほうでも大分把握はできているかなというふうに

思っているんですけれども、ただ、まだ特に病院さんの中でどういった人材の方がいら

っしゃるのかは十分把握できてございませんので、その辺につきましては、今のご意見

も踏まえまして、県のほうでもしっかり把握をさせていただいた上で、今後の研修の立

案ですとか対策の立案についても生かしていければというふうに思ってございます。ど

うもありがとうございました。

○倉井委員

ありがとうございます。

ごめんなさい。あと１点だけなんですが、感染症法の中に、獣医さんが届け出る感染

症というのも幾つかあると思うんですよね。獣医が発生届を出すというところもありま

すので、協議会の中に含めなくてもいいんですが、どこかの文言に、やはり獣医領域と

の――今後、人畜共通感染症というのはまた問題になってきますので、どこか文言に加

えていただけるとありがたいかなと思います。

○塩津感染症対策課長

分かりました。現状の計画の中でもたしか触れているところはあったかと思いますけ

れども、引き続き、獣医さんとの連携。人畜共通感染症からヒトへのというのは十分考

えられますので、それについては引き続きしっかりと取り組んでいきたいというふうに

思ってございます。ありがとうございました。

○紀平会長

倉井先生、よろしいでしょうか。

それでは事務局は、静岡県保健医療計画の改定に向けて必要な手続を進めてください。

なお、静岡県保健医療計画につきましても、素案と同様に皆様にご意見を照会するよ

うにし、いただきましたご意見等の計画案への反映につきましては、委員長に一任させ

ていただくということで、これもよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○紀平会長

それではそのようにさせていただきます。

続きまして、報告事項のほうへ参ります。「静岡県における新型コロナウイルス感染

症対策～感染症への対応記録～」について、事務局から報告をお願いいたします。

○米山新型コロナ対策企画課長
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新型コロナ対策企画課長の米山でございます。私のほうからは、資料６ですね。「静

岡県における新型コロナウイルス感染症対策～医療・福祉関係の対応記録～」について、

ご報告いたします。着座にて失礼いたします。

令和２年１月に国内で新型コロナウイルス感染症が確認をされて以降、県では、医療

機関、医療・福祉関係者の皆様をはじめとして、市町や多くの関係機関にご協力いただ

きまして、様々な施策を実施してまいりました。これまで９回に及ぶ感染の波にも対応

してきたところでございます。この場を借りて御礼を申し上げます。ありがとうござい

ます。

この将来発生し得る感染症のパンデミック。これが何年先のことになるかは分かりま

せんけれども、そのときに、この３年余りに及ぶコロナでの経験を生かして効果的な施

策が打てるように、このたび本県の医療・福祉関係の対応記録をこちらにまとめたとこ

ろでございます。また生じた課題についても整理をしてございます。

簡単にご説明をさせていただきますと、10ページからですね。こちらで「感染者数等

の推移と対応方針」ということでグラフ等をつけて、その後14ページから、各波ごとに、

国の動き、県の動きということで、国の動きが「●」、県の動きが「○」というふうに

なってございます。字がちっちゃくて申し訳ないんですけれども、そんな形で各波ごと

に動きをまとめているところでございます。

30ページからが、本県における対策ということで、入院医療ですとか外来医療といっ

た項目ごとに記載をしているところでございます。

最後、116ページ。実際には117ページからになりますけれども、「新型コロナ対応で

生じた課題」というふうにまとめておりまして、こちらは対応記録ということですので

課題までまとめましたけれども、課題に対する対応ということにつきましては、本日ご

協議いただいておりますとおり、予防計画のほうにこの対応を記載するということのつ

くりになってございます。

なお、コロナ対応につきましては、各機関、団体、市町等でも様々な取組を行なって

いただいておりました。今回取りまとめたこちらの対応記録は、あくまでも県の施策、

対応をまとめたものでございますので、各機関等の独自の取組は含まれておりませんの

で、その点はご了承いただきたいと思います。

この後、明日以降、改めて委員の皆様宛てに通知をさせていただきますけれども、こ

の対応記録につきまして、少し長くて申し訳ないんですけれども、ご確認をいただきま

して、修正、追記、ご意見等ございましたら、お寄せをいただきたいと思います。皆様

にいただいた意見を踏まえまして追加修正を行なった上で、12月中に正式に公表したい

というふうに考えてございます。

私からは以上でございます。

○紀平会長

ありがとうございました。

ただいまの説明について、ご質問、ご意見、どうでしょう。よろしいでしょうか。

ないようでしたら、本日予定していた議事は以上になります。

最後に、本日の議事のほかに、皆様から何かご意見がございましたらお伺いしますの

で、いかがでしょうか。上坂先生、どうぞ。

○上坂委員

がんセンターの上坂です。

本日の議事に実は関係していることで、すみませんが、少しお話が戻ってしまうんで

すけれども、感染症予防計画の素案の「ふじのくに感染症管理センター」のことについ

て１つだけお伺いしたいんですが、平時についてはよいかと思うんですが、有事になっ

たときですね。保健所との役割の分担とか、あるいは協力体制とか、そういったものが

どういうようなイメージになるのか、ご説明いただけるとありがたいなと思います。

というのは、医療機関としては、やはり特にベッドの確保が大変問題になるんですが、

今回のコロナでは、保健所はかなりそのベッドの確保の調整もされたと思うんですね。

そういう点で、管理センターと保健所の役割が有事のときにどういう切り分けになった
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りするイメージを持っておられるのか、お教えいただきたいと思います。

○後藤感染症管理センター長

あくまでも今回のコロナと同じような呼吸器感染症で、徐々に感染者数が拡大してい

くという前提でないと、どんな感染症かによりますし難しいところはありますけれども。

あと、入院の入り具合といいますか、逆に受け皿の空き具合にもなりますけれども、そ

ういったものを一覧できるシステムがどこまで整っているか、また迅速に入力していた

だけるかといった情報収集の面も加味して、あくまでも想像になりますけれども、本県

のように東・中・西と横に長い県におきましては――先ほど毛利副会長のほうからあっ

た神奈川のような丸っこい四角い県であれば、一括で県全体でできますけど、長い県の

場合は、県全体で病床をコントロールするのがいいのか、東・中・西に分けたほうがい

いのか。東・中・西のどこかがオーバーフローしかけているときには隣の地域にお願い

するのかといったことを、またそのときの感染症の状況と、あと各保健所長の先生方と

相談しながら、県全域でやるのか東・中・西でやるのか、すごく発生がぽつぽつといっ

た場合であれば保健所単位でやるのかといったことを臨機応変に検討しながらやる。た

だ、病床の空き具合、あるいは入り具合。どういった重症の方が入っているのかといっ

た状況を見られるような体制をしっかりつくろうというふうに考えています。そういう

状況で、今のところのお答えはそこまでの範囲となります。

○上坂委員

ありがとうございます。

○紀平会長

上坂先生、よろしいでしょうか。

ほかには。よろしいでしょうか。それでは、以上をもちまして本日の議事を終了しま

す。委員の皆様、議事の進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。

ここで進行を事務局のほうへお返しいたします。

○中橋参事

紀平会長、協議会の円滑な進行をありがとうございました。

それでは、以上をもちまして第２回静岡県感染症対策連携協議会を閉会いたします。

委員の皆様、長時間のご審議、誠にありがとうございました。


